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学生・児童生徒等の皆様 

教職員の皆様 

学外者の皆様 

 

奈良教育大学緊急事態等対策本部長 

加 藤 久 雄 

 

緊急事態宣言解除後の本学の対応について（第３報） 

 

本学は現在、６月２８日まで「緊急事態宣言解除後の本学の対応について（第２報）」

の対応を取っていますが、６月２９日以降の対応は下記のとおりとしますので、お知らせ

します。 

なお、本対応は、今後の状況によっては変更する可能性があります。 

 

記 

 

１ 学生・児童生徒等 

➢ 学部生・大学院生 

 ❶非対面授業の受講に⽀障がある場合、❷対面授業実施について教員より連絡が 

あった場合、❸大学窓口への訪問や証明書発行などで入構する場合、❹図書館等を

利用する場合、許可証または学生証の提示により入構を可能とする。 

→６月２３日付け通知「緊急事態宣言解除後の入構について(第２報)」 

 

➢ 附属学校園の児童生徒等 

学校園の活動に合わせて入構を可能とする。 

 

２ 大学教員・附属学校園教員 

➢ 大学教員 

教育・研究上、または業務上⽀障がない場合に限り、在宅勤務を可能とする。公共

交通機関の利用者は時差出勤を推奨する。 

 

➢ 附属学校教員 

通常勤務とする。 
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３ 役員・職員 

通常勤務とするが、業務上⽀障がない場合に限り、在宅勤務を可能とする。公共交通

機関の利用者は時差出勤を推奨する。 

執務室は密集を避ける勤務環境とする。 

 

４ 業者等の学外者 

業務上、必要最小限の用務を目的とした入構のみ認める。 

  →６月２３日付け通知「高畑キャンパスの入構制限及び禁止について」 

 

５ その他 

 (1)教育研究活動について、令和２年５月１５日付け文部科学省高等教育局高等教育企

画課通知「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた大学等における教育研究活

動の実施に際しての留意事項等について（周知）」に即して実施する。 

(2)・国内出張について、感染予防対策を徹底し、感染の可能性のある場所や「三つの

密」のある場所への訪問は避けた上で可能とする。 

・外国出張について、外務省の感染症危険情報の国・地域のうち、レベル３（渡航

中止勧告）・レベル２（不要不急の渡航中止）は渡航不可とする。 

(3)学内会議について、対面式の会議を行うことができる。ただし、「三つの密」を避

けるため、マスクを着用し、人との間隔を１ｍ以上空け、会場の収容人数の半数以

下とすることに留意する。なお、可能な限りメール会議やオンライン会議を推奨す

る。 

(4)施設の外部貸付について、当面の間、予約は見合わせる。 

   →「本学施設に関する外部貸付に関する当面の見合わせについて」 
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（参考） 

5月4日 国の専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」より抜粋 
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